
障害者の虐待防止について

富山県厚生部障害福祉課
令和８年２月１８日

令和７年度障害者福祉施設従事者等のための虐待防止研修



１ 障害者虐待防止法の概要

２ 障害者虐待の状況

３ 義務化により対応すべきこと等

【参考】

 厚生労働省 令和６,７年度障害者虐待防止・権利擁護指導者養成研修資料

   厚生労働省  障害者福祉施設等における障害者虐待の防止と対応の手引き（別冊職場内研修用冊子含む）         

https://www.mhlw.go.jp/content/001282170.pdf

https://www.mhlw.go.jp/content/000686501.pdf

 厚生労働省 障害者虐待防止及び身体拘束等の適正化に向けた体制整備等の取組事例集 （以下「国事例集」という） 

https://www.mhlw.go.jp/content/000984210.pdf

本日の説明内容



１ 障害者虐待防止法の概要



障害者に対する虐待が障害者の尊厳を害するものであり、障害者の自立及び社会参加
にとって障害者に対する虐待を防止することが極めて重要であること等に鑑み、障害者に
対する虐待の禁止、障害者虐待の予防及び早期発見その他の障害者虐待の防止等に関
する国等の責務、障害者虐待を受けた障害者に対する保護及び自立の支援のための措
置、養護者の負担の軽減を図ること等の養護者に対する養護者による障害者虐待の防止
に資する支援のための措置等を定めることにより、障害者虐待の防止、養護者に対する支
援等に関する施策を促進し、もって障害者の権利利益の擁護に資することを目的とする。

１ ｢障害者｣とは、身体・知的・精神障害その他の心身の機能の障害がある者であって、障
害及び社会的障壁により継続的に日常生活・社会生活に相当な制限を受ける状態にあ
るものをいう（改正後障害者基本法2条１号）。

２ ｢障害者虐待｣とは、①養護者による障害者虐待、②障害者福祉施設従事者等による障
害者虐待、③使用者による障害者虐待をいう。

３ 障害者虐待の類型は、①身体的虐待、②ネグレクト、③心理的虐待、④性的虐待、⑤経
済的虐待の５つ

①目的（第１条）

③定義（第２条）

障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律の概要①

平成２４年１０月１日②施行日



④虐待防止施策（第３条～）

１ 何人も障害者を虐待してはならない旨の規定、障害者の虐待の防止に係る国等の責務規定、障害者虐待の早期
発見の努力義務規定を置く。

２ 障害者虐待防止等に係る具体的スキームは次のとおり

３ 就学する障害者、保育所等に通う障害者及び医療機関を利用する障害者に対する虐待への対応について、その
防止等のための措置の実施を学校の長、保育所等の長及び医療機関の管理者に義務付ける。

障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律の概要②

養護者による
虐待

【市町村の責務】

相談等、居室確保、連携確
保

障害者福祉

施設従事者

等による虐待

【設置者等の責務】

当該施設等における障害者
に対する虐待防止等のため
の措置を実施

使用者による
虐待

【事業主の責務】

当該事業所における障害者
に対する虐待防止等のため
の措置の実施

虐
待
発
見

①事実確認
②措置（一時保護、後見審判請求）

通報 市
町
村

（①監督権限等の
適切な行使）

②措置等の公表報告

市
町
村

通報
虐
待
発
見

都
道
府
県

都
道
府
県

①監督権限等の適切
 な行使

②措置等の公表

市
町
村

通報

通報

通知虐
待
発
見

報告 労
働
局

事実確認

監督権限等の適切な行使



１ 市町村・都道府県の部局又は施設に、障害者虐待対応の窓口となる「市町村障害者虐
待防止センター」・「都道府県障害者権利擁護センター」としての機能を果たさせる。

⑤その他

障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律の概要③

◇家庭の障害児 児童虐待防止法

◇家庭の障害者 障害者虐待防止法及び高齢者虐待防止法

◇施設入所等障害者

・ 障害者施設等 障害者虐待防止法

・ 児童養護施設等 児童福祉法

・ 養介護施設等 高齢者虐待防止法

⑥法の適用範囲



１ 養護者による虐待
どこまでがしつけで、どこからが虐待か
周囲も見逃しやすいという構造

２ 施設従事者等による虐待
世話をしているからという感情、慣れ

３ 使用者による虐待
障害者への理解不足
どこまでが育成・指導か

⇒食事・介助などの身の回りの世話をしたり、障害者の金銭
 管理をするなど、障害者の生活に必要な行為を提供したり
  サポートしたりする者

＊親族等に限らない
＊日常生活のすべてをともにする、同居する必要はない

障害者・障害者虐待の定義

「障害者」とは、身体・知的・精神障害その他の心身の機能の障害がある者であって、障害
及び社会的障壁により継続的に日常生活・社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの
をいう。（障害者基本法第２条第１項）

※社会的障壁とは、障害がある者にとつて日常生活又は社会生活を営む上で障壁となる
 ような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。（同条第２項）

 ⇒手帳の有無は問わない

障害者の定義（法第２条第１項）

障害者虐待の定義（法第２条第２項）

養護者とは



類 型 内 容

身体的虐待

障害者の身体に外傷が生じ、若しくは生じるそれのある暴行を加え、又は
正当な理由なく障害者の身体を拘束すること

＜具体例＞
平手打ちする、殴る、蹴る、つねる、無理やり食べ物を口の中に入れる
やけどや痣のできる暴行、身体拘束

性的虐待

障害者にわいせつな行為をすること又は障害者をしてわいせつな行為を
させること

＜具体例＞
性交、性器へのキス、性的行為の強要、裸にする、裸の写真を撮る、キス
する、わいせつな言葉や会話、わいせつな映像を見せる

＊本人（障害者）が、表面上同意しているように見えても、 本心からの同
意かどうか慎重な判断を要する

＊身体障害の場合であっても、心理的に抵抗できないことがあることに注
意

＊密室で起こりやすい、被害を訴えられない、周囲も気づきにくい、事実
認定がしにくく、通報されにくい ⇒ 被害が埋もれていることが想定される

障害者虐待の類型・定義①



類 型 内 容

心理的虐待

障害者に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応又は不当な差別的言動その他の
障害者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと

＜具体例＞
馬鹿、アホなどの侮辱する言葉、怒鳴る、罵る、子ども扱い、意図的な無視、仲間
外れにする、人格を貶めるような扱いをする、罰として「食事を抜く」「作業に行かせ
ない」と脅す等

放棄・放置

（ネグレクト）

障害者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、他の同居人・障害者・労
働者等による虐待行為の放置等養護を著しく怠ること
＜具体例＞
食事や水分を十分に与えない、あまり入浴させない、汚れた服を着させる、排泄の
介助をしない、爪や髪の毛が伸び放題、病院、学校に行かせない、障害福祉サー
ビス等を受けさせない、セルフネグレクト

経済的虐待

障害者の財産を不当に処分することその他当該障害者から不当に財産上の利益
を得ること

＜具体例＞

年金や賃金を渡さない、本人の同意なしに財産や預貯金を処分、運用する、お金
を渡さない、使わせない、本人の同意なしに財産を施設等に寄付する

障害者虐待の類型・定義②

「著しい」→あまり考慮する必要はない
・「脅し、侮辱などの言葉や態度、無視、嫌がらせなどによって精神的に苦痛を
与えること」に該当すれば、すべて虐待である

本人の意思に基づいているように見える場合で
あっても、養護者等の虐待となることもある



虐待行為と刑法



一 国及び地方公共団体の障害者の福祉に関する事務を所掌する部
局その他の関係機関は、障害者虐待を発見しやすい立場にあることに
鑑み、相互に緊密な連携を図りつつ、障害者虐待の早期発見に努めな
ければならない。
 

二 障害者福祉施設、学校、医療機関、保健所その他障害者の福祉に
業務上関係のある団体並びに障害者福祉施設従事者等、学校の教職
員、医師、歯科医師、保健師、弁護士その他障害者の福祉に職務上関
係のある者及び使用者は、障害者虐待を発見しやすい立場にあること
を自覚し、障害者虐待の早期発見に努めなければならない。

三 前項に規定する者は、国及び地方公共団体が講ずる障害者虐待
の防止のための啓発活動並びに障害者虐待を受けた障害者の保護及
び自立の支援のための施策に協力するよう努めなければならない。

早期発見義務（法第６条）



１ 養護者による障害者虐待（十八歳未満の障害者について行われるものを除く）を
受けたと思われる障害者を発見した者は、速やかに、これを市町村に通報しなけれ
ばならない。（第七条第一項）

２ 障害者福祉施設従事者等による障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見し
た者は、速やかに、これを市町村に通報しなければならない。 （第十六条第一項）

※障害者福祉施設従事者等は、第一項の規定による通報をしたことを理由として、解雇その他
 不利益な取扱いを受けない。（同条第四項）

３ 使用者による障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見した者は、速やかに、
これを市町村又は都道府県に通報しなければならない。（第二十二条第一項）

  ※労働者は、第一項の規定による通報又は第二項の規定による届出（虚偽であるもの及び過失
によるものを除く。）をしたことを理由として、解雇その他不利益な取扱いを受けない。
（同条第四項）

通報義務（法第７条、１６条、２２条）

通報

虐待防止センター等

通報
通報

相談・報告 相談・報告

支援員 サビ管 管理者

虐待防止法の
通報義務

施設・組織の
虐待防止体制

法遵守ならびに施設・
組織の虐待防止体制が
十分なら速やかに管理
者から通報！



２ 障害者虐待の状況



令和６年度 都道府県・市区町村における障害者虐待事例への対応状況等（調査結果）

○平成24年10月1日に障害者虐待防止法施行（養護者、施設等職員、使用者による虐待）

→令和６年４月1日～令和７年3月31日までの１年間における養護者、施設職員等による
虐待の状況について、 都道府県経由で調査を実施。

養護者による
障害者虐待

障害者福祉施設従事者等
による障害者虐待

使用者による障害者虐待

（参考）都道府県労働局の対応

市区町村等への
相談・通報件数

11,656件
（9,972件）

5,870件
（4,104件）

658件
（675件）

虐待判断
件数

 434件
  （447件）

市区町村等による
虐待判断件数

2,503件
（2,283件）

1,267件
（1,194件）

被虐待者数
2,518人

（2,285人）
2,010人

（2,356人）
被虐待者

数
652人

  （761人）

【調査結果（全体像）】
 （注１） 上記は、令和６年４月１日から令和７年３月31日までに虐待と判断された事例を集計したもの。

  カッコ内については、前回調査(令和５年4月1日から令和６年３月31日まで)のもの。
（注２） 都道府県労働局の対応については、令和７年９月３日雇用環境・均等局総務課労働紛争処理業務室のデータを引用。

（「虐待判断件数」は「虐待が認められた事業所数」と同義。）

富山県

50件
(53件)

20件
(23件)

20人
(23人)

富山県

31件
(22件)

12件
(5件)

17人
(5人)

富山県
14件

(25件)

2件
(7件)

2人
(9人)











○労働局がとった措置 699件

○通報・届出が寄せられた事業所 1,593事業所
○通報・届出対象の障害者 1,827人

令和６年度における使用者による障害者虐待の状況等

身体的虐待
21人
（3.1％）

※虐待種別延べ合計

687人

※虐待種別延べ合計

2,202人

通報・届出

労働局での対応

258事業所報告

通報
届出

1,169事業所相談

166事業所

市
町
村

虐
待
を
受
け
た
人

虐
待
を
発
見
し
た
人

都
道
府
県

都
道
府
県
労
働
局
等

労働局等の発見

身体的虐待
164人
（7.4％）

性的虐待
54人
（2.5％）

心理的虐待
914人
（41.5％）

放置等による虐待

157人
（7.1％）

経済的虐待
913人
（41.5％）

労働基準関係法令
に基づく指導等
608件（87.0％）

うち最低賃金法関係
179件（25.6％）

労働基準監督署

障害者雇用促進法
に基づく助言・指導等

57件（8.2％）

公共職業安定所

○虐待が認められた事業所 434事業所
○虐待が認められた障害者 652人虐待が認められた事案

行
政
指
導
等

性的虐待
5人
（0.7％）

心理的虐待
67人
（9.8％）

放置等による虐待
10人
（1.5％）

経済的虐待
584人
（85.0％）

身体障害
142人
（24.7％）

6人

0人

15人

5人

124人

知的障害
189人
（32.8％）

9人

4人

25人

0人

157人

精神障害
170人
（29.5％）

4人

2人

23人

3人

146人

発達障害
33人
（5.7％）

2人

0人

8人

2人

27人

その他
42人
（7.3％）

0人

0人

2人

0人

40人

労働局等への相談

都道府県からの報告

※障害種別延べ合計
576人

※障害種別や虐待種別については重複あり

個別労働紛争解決促進法
に基づく助言・指導等

8件（1.1％）

男女雇用機会均等法
に基づく助言・指導等

7件（1.0％）

労働局 雇用環境・均等部（室）

労働施策総合推進法
に基づく助言・指導等

19件（2.7％）



（１）相談・通報件数等 （単位：件）

（注）相談・通報件数は、県18件、市町村82件。
（注）（ ）は令和５年度の件数

（２）相談・通報経路 （単位：件）

（注）構成割合は、表１の相談・通報件数計100件に対するもの。8件重複あり

虐待者の種別 養護者 施設従事者等 使用者 その他 計

相談・通報件数 50（53） 31（22） 14（25） 5（3） 100（103）

虐待の事実が認められた件数 20（23） 12（5） 2（7） 0（0） 34（35）

被虐待者数 20（23） 17（5） 2（9） 0（0） 39（37）

本人
家族
・親族

近隣住民
・知人

民生委員
医療機関
関係者

教職員

相談支援
専門員・福
祉施設従
事者等

虐待者
自身

警察
市町村
行政職員

その他
労働局か
らの通報

不明
(匿名を
含む)

計

養護者による虐待 7 2 1 5 19 1 14 4 2 1 56
施設従事者等による虐待 2 3 1 15 6 6 33
使用者による虐待 3 1 1 9 14
その他 1     4 5

計 12 5 1 0 8 0 35 1 14 4 8 9 11 108
構成割合 12.0% 5.0% 1.0% 0.0% 8.0% 0.0% 35.0% 1.0% 14.0% 4.0% 8.0% 9.0% 11.0% －

富山県における障害者虐待の状況（令和６年度）



（３）虐待の種類・類型（重複あり）                    （単位：件）

（注）構成割合は、虐待の事実が認められた件数34件に対するもの。10件重複あり

（４）被虐待者の障害種別（重複あり） （単位：人）

   （注）構成割合は、虐待を受けた人数39人に対するもの。6件重複あり

身体的虐待 性的虐待 心理的虐待
放棄・放置

（ネグレクト）
経済的虐待 計

養護者による虐待 13 2 6 2 4 27

施設従事者等による虐待 6 8 1 15

使用者による虐待 2 2

計 19 2 14 2 7 44

構成割合 56% 6% 41% 6% 21% －

身体障害 知的障害
精神障害（発達
障害を除く）

発達障害
その他の心身
機能の障害

不明 計

養護者による虐待 2 11 10 1 24

施設従事者等による虐待 6 11 1 1 19

使用者による虐待 2 2

計 8 22 13 1 1 0 45

構成割合 21% 56% 33% 3% 3% 0% －

富山県における障害者虐待の状況（令和６年度）



富山県における施設従事者等による虐待事例

虐待行為の種類 ケースの概要

身体的虐待
不穏となった利用者に対し、制止しようと咄嗟に頬を掌
での叩いた。

身体的虐待
利用者の顔を平手打ちし、利用者の所有物を床に投げ
つけた。

身体的虐待 利用者の手を押さえ、口の中に無理やり薬を入れた。

身体的虐待
弄便を防ぐ目的でつなぎ服を着用させ、さらに腰ベルト
を巻くなどの身体拘束や居室の施錠を行っていた。

身体的虐待、心理的虐待
利用者に対して、枕を投げつける、強い口調で話すな
どの行為があった。

心理的虐待
コミュニケーションをとることが難しい利用者に「コミュニ
ケーションができなかったら就職できない」と言い、大き
な失望を与えた。

心理的虐待
利用者が使用していた道具を蹴り、注意するなど威嚇
的な発言や態度があった。



◆ 富山県障害者虐待防止ネットワーク協議会の開催（広域的な連携体制）

  ・ 目 的 ： 虐待防止、被虐待者の保護、自立支援等についての情報共有や協議を行う。

  ・ 構 成 ： 障害者団体､サービス事業者､司法､警察､労働､市町村､相談機関､学識経験者 

◆ 富山県障害者権利擁護センターの設置（平成24年10月1日）
・ 場 所   ： 富山県厚生部障害福祉課内

・ 業務内容 ：  「使用者による虐待」通報・届出の受理、相談、広報啓発、情報収集・提供

   市町村への情報提供・助言など
・ 受付時間 ： 24時間365日対応 ※県内全市町村にも同センターを設置

◆ 障害者虐待防止・権利擁護研修会の実施（人材育成）

  ・ 対象者 ： 市町村職員、相談支援事業従事者、障害福祉サービス事業所職員等

・ 内  容  ：  全体講義、コース別演習

（行政職員・相談支援者向け／事業所職員等向け）

障害者虐待防止法の施行日

◆ 広報啓発
・ リーフレットの作成配布（障害者週間キャンペーン、イベント等）

    ・ 各種研修等での周知

虐待防止に向けた県の取組み



≪富山県障害者権利擁護センター≫
場 所 ： 富山市新総曲輪１－７（富山県厚生部障害福祉課内）
TEL ： 076-444-3959（平日8:30～17:00）

080-8695-3726（平日17:00～翌朝8:30、土日・祝日、年末年始（12/29～１/３））
FAX ： 076-444-3494
E-mail ： ml-shogaikenri@pref.toyama.lg.jp（専用） ２４時間３６５日対応

障害者虐待に関する相談窓口

市町村障害者虐待相談窓口 平日・日中の連絡先 休日・夜間の連絡先

富山市 障害福祉課 076－443－2004 076－443－2004

高岡市 社会福祉課 0766－20－1369 0766－20－1482

魚津市 社会福祉課 0765－23－1005 0765－23－1010

氷見市 福祉介護課 0766－74－8113 0766－74－8100

滑川市 福祉課 076－475－1377 076-475-2111

黒部市 福祉課 0765－54－2111 0765－54－2111

砺波市 社会福祉課 0763－33－1111（内線128） 0763－33－1111

小矢部市 社会福祉課 0766－67－8601 0766－67－1760

南砺市 福祉課 0763－23－2009 0763－23－2009

射水市 社会福祉課 0766－51－6626 0766－51－6600

舟橋村 生活環境課 076－464－1122（内線65） 076－464－1121

上市町 福祉課 076－473-9107 076－473－2811

立山町 健康福祉課 076－462－9957 076－462－9088

入善町 保険福祉課 0765－72－1841 0765－72－1100

朝日町 健康課 0765－83－1100 （内線143） 0765－83－1100



令和６,７年度障害者虐待防止・権利擁護
指導者養成研修資料 抜粋

３ 義務化により対応すべきこと等













厚労省作成 職場内虐待防止用研修冊子（全１４ページ）

https://www.mhlw.go.jp/content/000686501.pdf





＜参考例＞





＜参考例＞



「障害者福祉施設等における障害者虐待の防止と対応の手引き（令和６年７月）」
https://www.mhlw.go.jp/content/001282170.pdf

P45以降「参考資料」に、倫理綱領や様々なチェックリスト等が掲載されています。

https://www.mhlw.go.jp/content/001282170.pdf






「障害者福祉施設等における障害者虐待の防止と対応の手引き（令和６年７月）」
https://www.mhlw.go.jp/content/001282170.pdf

P45以降「参考資料」に、倫理綱領や様々なチェックリスト等が掲載されています。

https://www.mhlw.go.jp/content/001282170.pdf


＜参考例＞





























厚生労働省 令和７年度障害者虐待防止・権利擁護指導者養成研修 資料・動画

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/chiikikyo

sei/03kenshyu_00020.html



お問合せは
富山県障害福祉課まで
電話 076-444-3211

FAX 076-444-3494

ご清聴ありがとうございました
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